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令和２年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 
 

課名  森林整備課   

  ○ 

  事 

  業 

  制 

  度 

  に 

  つ 

  い 

  て 

 事 業 名 公共林道事業（農山漁村地域整備交付金） 

 事 業 目 的 

・山村と都市の共生・対流を図り、快適な居住環境を広く創出することとし、居住

地周辺の森林、山村地域の定住基盤、森林整備の基礎となり生活環境の改善にも

資する骨格的な林道等の整備を総合的に実施する。 

・森林の持つ機能に応じた森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する

多面的機能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資する。 

 採 択 基 準 

○森林基幹道  

地域森林計画に記載された林道。利用区域面積が1000ha以上、かつ全体計画延

長が7km以上。着工後10年以内に利用区域面積の10%（延べ面積）以上の森林整備

が計画されていること。 

○森林管理道 

地域森林計画に記載された林道。利用区域面積が50ha以上、かつ全体計画延長

が1km以上（過疎、特定・準特定市町村等は30ha以上かつ0.8km以上）。着工後10

年以内に利用区域面積の10%（延べ面積）以上の森林整備が計画されていること。 

〇山のみち（林道整備） 

  森林法施行令に基づき、農林水産大臣が定める基準、区域に定められた路線で

あり、かつ地域森林計画に記載された林道 

 概      要 

 (メニュー) 

・森林基幹道開設 

・山のみち（林道整備）開設 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 
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つ 

い 

て 

 

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C 

＊ 

 

 効 

 果 

 の 

 項 

 目 

う 

ち 

貨 

幣 

換 

算 

す 

る 

項 

目 

》  
Ｂ 

《  

○木材生産等便益 

 ・木材生産経費縮減便益 

林道整備による木材の搬出・輸送経費の縮減効果 

 ・木材利用増進便益 

  伐り捨てとなっていた間伐材が、林道整備により搬出・利用される効果 

 ・木材生産確保・増進便益 

  林道整備により新たに伐採が促進され生産・利用される効果 

○森林整備経費縮減等便益 

・造林作業経費縮減便益 

林道整備により造林等作業員の歩行時間等の縮減効果 

・森林管理等経費縮減便益 

林道整備により森林管理の巡視・普及指導を行う者の歩行時間縮減効果 

・森林整備促進便益 

造林・保育が不十分となっていた森林が、林道整備により森林整備が行われること

による「水源かん養」「山地保全」「環境保全」の効果 

○一般交通便益 

・走行時間短縮便益、走行経費減少便益 

林道整備による走行時間又は経費の縮減効果 

○森林の総合利用便益 

・アクセス時間短縮等便益 

林道整備により既存施設までのアクセス時間が短縮される効果 

・ふれあい機会創出便益 

林道整備により森林等とのふれあいの機会が創出される効果 

・フォレストアメニティ施設利用便益 

森林公園等の整備により山村と都市との交流資源として活用される効果 

〇災害等軽減便益 

 ・災害復旧経費縮減便益 

  改良、舗装等により災害復旧経費が縮減される効果 

そ 
の 
他 
項 
目 
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費 
用 

》  
Ｃ 

《  
の 
算 
定 

・費用の積み上げ基準：事業費（建設費）＋ 維持管理費 ＋ 森林整備費 

・単価の基準：評価を実施する年度 

・現在価値化に用いる割引率４％（Ｂ及びＣ共通） 

・評価対象期間は事業完了後４０年間 

費 
用 
便 
益 
比 
の 
基 
準 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）が１．０以上 
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令和２年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                        担当課〔森林整備課〕 

番  号 １ 
 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

公共林道事業（農山漁村地域整備交付金） 

林道 伊自良～根尾線 

事業実施  

箇    所 

起点：山県市長滝地内 

 終点：本巣市根尾奥谷地内 
事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成７年度 完了予定年度 令和７年度 

 再評価の実施基準 再評価後５年間が経過した時点で継続中の事業 

 事業目的  

旧山県郡伊自良村の長滝を起点とし、旧本巣郡根尾村奥谷へと至る延長14.6kmの林道で

あり、利用区域森林内（面積1,028ha）の路網の骨格となる幹線林道を整備することにより

、効率的な林業経営と適切な森林整備、集落間の連絡によるアクセス改善に資する。 

 事業概要  

林道開設 

 幅員 Ｗ＝4.5～5.0m  全体計画延長 14,630m  全体事業費 4,150,000千円 

利用区域森林面積 1,028ha  同蓄積 159,988㎥ 

 概 要 図  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

森林整備の状況 

施工箇所の状況 
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令和２年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                        担当課〔森林整備課〕 

番   号 ２ 
 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

公共林道事業(農山漁村地域整備交付金) 

林道 宮・高山線 

事業実施  

箇    所 

起点：高山市一之宮町地内 

終点：高山市越後町地内 
事 業 主 体 岐阜県 

 採択年度 平成２２年度 完了予定年度 令和１１年度 

 再評価の実施基準 事業着手年度から一定期間が経過した時点で継続中の事業 

 事業目的  

 当該路線は、高山市一之宮町を起点として越後町を終点とする総計画延長9,700mの林道であり、旧

緑資源機構が整備しなかった残区間1,990mを整備し、国道・地方道との有機的な連携により、林業用

車両の通行と一般交通とを両立し「地域交通網整備による山村生活環境の改善」を図るとともに「森林

の持つ多面的機能の発揮」、「効率的な林業基盤の創出」に資することを目的とする。 

 事業概要  

 林道開設 

 幅員 Ｗ＝7.0m  全体計画延長 1,990m  全体事業費 2,100,000千円 

利用区域森林面積 829ha  同蓄積 165,878㎥ 

 概 要 図  

   

 

 

 

 

供用済区間の状況 

宮～高山線 

起点  

高山市一之宮町 

森林整備の状況 

終点 

高山市越後町 

林道 宮・高山線 
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前回 今回

(基準年：H27） (基準年：R02）

H7～R2 H7～R7

56.0 59.1

0.2 0.3

1.5 1.7

57.7 61.1

7.5 3.7

57.3 67.7

3.3

64.8 74.7

1.12 1.22費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／林野庁　/　R01.6

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用】
・算出基準年が前回の平成27年から令和2年となり、実施分の事業費を社会的割引率で現
　在価値化したことによる増。
【便益】
・木材単価減に伴う木材生産等便益の減。
・原価償却費などの単価変動や森林の蓄積量が増加したことによる森林整備経費縮減等便
　益の増。
・ゲリラ豪雨等の異常気象での災害の発生による災害等軽減便益の増。
【分析結果】
・費用便益比（B/C)は、前回の1.12から1.22と増加していることから、十分な事業効果が
確保されている。

効果
(億円)

木材生産等便益

森林整備経費縮減等便益

災害等軽減便益

合計（Ｂ）

　林道開設事業　幅員W=4.5～5.0m　延長L=14,630m

■費用対効果分析結果

区分 備考

事業期間

費用
(億円)

事業費

維持管理費

森林整備費

合計（Ｃ）

令和２年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業名

【林道事業】　　公共林道事業（農山漁村地域整備交付金）「伊自良～根尾線」

■事業内容
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前回 今回

(基準年：H21） (基準年：R02）

S62～H32 S62～R11

55.1 76.3

0.9 0.5

－ 1.6

56.0 78.5

9.1 4.5

5.2 21.8

37.9 16.9

6.8 36.7

0.0 2.3

58.8 82.2

1.05 1.05

令和２年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業名

【林道事業】　　公共林道事業（農山漁村地域整備交付金）「宮・高山線」

■事業内容

　林道開設事業　幅員W=7.0m　延長L=9,700m

■費用対効果分析結果

区分 備考

事業期間

費用
(億円)

事業費

維持管理費

森林整備費

合計（Ｃ）

効果
(億円)

木材生産等便益

森林整備経費縮減等便益

一般交通便益

森林の総合利用便益

災害等軽減便益

合計（Ｂ）

費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／林野庁　/　R01.6

■費用対効果分析結果の要因変化

平成26年度から林野庁の算出プログラムを使用し算出する基準改定があった。
【費用】
・算出基準改定に伴い、実施分の事業費を社会的割引率で現在価値化したこと、ならびに
　森林整備経費の計上による増
【便益】
・木材単価減に伴う木材生産等便益の減。
・算出基準改定や原価償却費などの単価変動、森林の蓄積量が増加したことによる森林整
　備経費縮減等便益の増。
・算出基準改定により、交通量計画の変更や交通量の減少による一般交通便益の減。
・他路線との連絡による供用開始したことから生じた森林の総合利用便益の増。
・ゲリラ豪雨等の異常気象の増加による災害等軽減便益の増。
【分析結果】
・費用便益比（B/C)は、前回の1.05から変動なく十分な事業効果が確保できている。
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